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史跡指定相当の埋蔵文化財包蔵地における保存活用案の作成業務委託仕様書 

 

 

１ 委託業務名 

史跡指定相当の埋蔵文化財包蔵地における保存活用案の作成業務 

 

２ 業務目的 

  業務対象地は、京都市伏見区に所在する財務省所有地であり、合同宿舎が１５棟存在

するが、現在は供用廃止されている。当該地において平成２８年度から令和２年度まで

５箇年にわたって発掘調査を行った結果、豊臣秀吉が造った指月城にかかわる堀跡等が

確認され、日本史上の重要性から、令和７年度には文化庁が作成する「史跡相当の埋蔵

文化財包蔵地リスト」に登載された。 

  本業務は、対象地を史跡として整備するとした場合に必要な基本方針及びその手法の

概略、解決すべき課題等を示すことを目的とした史跡指定相当の埋蔵文化財包蔵地にお

ける保存活用案の作成業務である。 

 

３ 履行期間 

契約の日の翌日から令和９年３月３１日まで 

 

４ 業務対象箇所（別紙参照） 

⑴  計画場所 

   京都市伏見区桃山町泰長老 

⑵  計画面積 

約 ３７，８００㎡ 

 

５ 業務内容 

業務内容は下記のとおりとする。 

なお、業務にあたっては、 文化庁文化部記念物課監修『史跡整備の手引き―保存と活

用のために―』（平成１７年、同成社）、 文化庁文化部記念物課『史跡等・重要文化的景

観マネジメント支援事業報告書』（平成 27 年、 文化庁ウェブサイト）を参照して実施

すること。 

 

⑴ 指月城跡有識者会議（仮）への出席 

指月城跡有識者会議（仮）に出席し、議事録を作成する。 

⑵ 整備・活用の方向性の検討 

現状と課題、（１）の会議内容を踏まえ、指月城跡の整備が地域の活性化やまちづく

りにつながるよう、保存活用事業の基本方針としてまとめる。 

⑶ 整備・活用イメージ図の作成 
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（１）・（２）を踏まえ、複数の整備イメージ図を作成する。 

令和８年８月１４日（金）までに第１次案を作成し、それを踏まえ更に検討したう

えで令和９年３月末までに第２次案を作成すること。 

 

６ 業務遂行上の留意点について 

⑴  有識者会議について 

 文化庁が開催する指月城跡有識者会議（仮）に出席し、会議内の意見を十分に踏ま

えた計画案とすること。 

⑵ 関係者について 

 対象地が財務省所有地であること、周辺にはＵＲUR所有地、京都市所有地があるこ

とを踏まえ、これら関係者との調整が必要となる場合がある。 

 また、史跡相当の埋蔵文化財包蔵地となっていることから、文化庁との協議も必要

となる。 

 

７ 業務体制 

⑴  受託者は、受託業務の遂行を総括する統括責任者を定めること。 

⑵  統括責任者は、常に業務全体を把握するとともに、業務従事者を指揮監督し、業務

の円滑な進ちょくに努めること。 

なお、統括責任者は、国指定史跡又は公共施設における整備・改修を含む業務経験

を有する者であること。 

⑶  主任技術者は、本業務の遂行に必要な知識と経験を豊富に有する実務経験３年以上

の者とする。 

⑷  受託者は、統括責任者を変更せざるを得ない特別な事情が生じた場合には、速やか

に委託者に届出を行い、変更について事前に委託者の承認を受けなければならない。 

⑸  受託者は、本業務の遂行に必要なノウハウを確実に継承し、特別な事情により、統

括責任者を変更する場合においても業務の遂行に支障のないよう、事前及び業務中の

教育を万全に行う。 

 

８ 業務進行及び管理 

⑴  受託者は、業務の着手に先立ち、委託者と協議・調整のうえ、次の書類を提出する。 

ア 業務工程表 ２部 

イ 本業務の担当者名簿 ２部 

（氏名、保有資格、実務経験年数及び同種類似業務実績が分かるもの） 

⑵  受託者は、期限までに次の資料を提出する。 

令和８年８月１４日（金） 整備・活用イメージ図（第１次案） 

令和９年３月末      整備・活用イメージ図（第２次案） 

⑶  業務の実施に当たっては、逐次、委託者と協議を行い、委託者の指示により、業務

を進める。また、受託者は委託者や関係機関等と協議を行った場合は、速やかに協議
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録を作成し、本市担当職員に提出する。 

⑷  協議資料については、原則、紙資料３部及び電子データで提出する。 

⑸  受託者は、業務が完了時、次の書類を提出する。 

ア 業務完了届     ２部 

イ 整備・活用にかかる図面  ２部及び電子データ 

    Ａ３版又はＡ４版とする。電子データはＰＤＦデータと、可能であればＣＡＤデ

ータ（オリジナルとＳＸＦ）を「京都市都市計画局電子納品（建築設計業務）要領

（案）（平成１８年６月）」に基づき、ＣＤ－ＲＯＭ（６４０Ｍｂ以上）に保存して

提出する。 

    なお、保存ケースとＣＤ－ＲＯＭ本体には、委託業務名、受注者名、履行期間を

記載する。 

 ウ 請求書       １部 

 エ 振込依頼書     １部（必要な場合） 

⑹  受託者（本業務に従事した全ての者を含む。）は、本業務委託を通して知り得た情

報を、第三者へ漏えいしてはならない。 

 なお、本業務委託契約が完了した後についても、同様とする。 

⑺  成果品に係る著作権は、本市に帰属することとし、受託者はこれを公開してはなら

ない。ただし、事前に委託者の書面による同意を得た場合は、この限りでない。 

⑻  受託者は、成果品を複写し、若しくは複製し、又は第三者に提供してはならない。

ただし、事前に委託者の書面による同意を得た場合は、この限りでない。 

 

９ 費用負担 

  受託者は、業務を遂行するに当たり、必要な備品、消耗品の費用を負担する。また、

本業務に係る一切の費用については、本業務の委託料に含む。 

 

10 貸与物品について 

⑴  委託者は、委託契約後、委託業務の遂行に当たり必要となる次の資料を受託者に貸

与する。 

ア 測量図（S=1/600） 

イ 京都市文化市民局『指月城跡・伏見城跡発掘調査総括報告書』2021年 

⑵  受託者は、委託業務が完了した後又は当該委託契約が解除された後、速やかに貸与

を受けた資料を委託者に返還しなければならない。 

なお、委託者から貸与を受けた資料を複写した場合においても、同様とする。 

 

11 委託料の支払 

  本市において検査を実施し合格とした後、受託者からの請求により支払う。 

なお、前金払及び部分払は行わない。 
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12 その他 

  この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書に定める事項に疑義が生じた場合は、両

者協議のうえ、定めることとする。ただし、協議が調わない場合においては、委託者が

定めるものとする。 

 


